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　２月２日に第７期介護保険事業計画の
答申を行いました。この計画では、「誰もが
住み慣れた地域で生きがいや楽しみを持っ
て暮らせる、みんなが考えるまちづくり」を
目指しています。

介護保険事業計画策定委員会坂井健志委員長（左）と
坂本憲男副広域連合長（右）
介護保険事業計画策定委員会坂井健志委員長（左）と
坂本憲男副広域連合長（右）
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こ
の
た
び
、2
月
8
日
付
け
で
坂
井

地
区
広
域
連
合
長
に
選
任
さ
れ
ま
し
た

あ
わ
ら
市
長
の
佐
々
木
康
男
で
ご
ざ
い

ま
す
。広
域
連
合
長
と
い
う
そ
の
職
責

の
重
さ
に
改
め
て
身
が
引
き
締
ま
る
思

い
で
す
。

　

さ
て
、平
成
12
年
に
始
ま
っ
た
介
護

保
険
制
度
は
、多
く
の
課
題
を
抱
え
な

が
ら
も
、高
齢
化
社
会
を
迎
え
る
わ
が

国
に
と
っ
て
大
変
重
要
な
制
度
と
な
っ

て
い
ま
す
。2
0
2
5
年
に
は
団
塊
世

代
す
べ
て
が
75
歳
以
上
と
な
る
な
ど
、

今
後
ま
す
ま
す
人
口
の
高
齢
化
が
進
展

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。今
後
、高

齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域

で
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
、自
立
し

た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、医
療
、介
護
、介

護
予
防
、住
ま
い
及
び
日
常
生

活
の
支
援
が
包
括
的
に
確
保

さ
れ
る「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
」を
各
地
域
の
実
情
に
応

じ
て
深
化
・
推
進
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
年
3
月
、平
成
30
年
度
か
ら
32
年

度
ま
で
の
3
年
間
を
計
画
期
間
と
す
る

「
第
7
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」を
策
定

し
ま
し
た
。「
誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
生
き
が
い
や
楽
し
み
を
持
っ
て
暮
ら

せ
る
、み
ん
な
で
考
え
る
ま
ち
づ
く
り
」

を
基
本
理
念
に
、坂
井
地
区
に
お
け
る

平
成
37
年（
2
0
2
5
年
）に
向
け
た
地

域
の
将
来
像
を
と
も
に
考
え
共
有
し
、

そ
の
実
現
に
向
け
て
着
実
に
事
業
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、当
広
域
連
合
が
所
管
す
る
施

設
と
し
て
、さ
か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
と
代
官
山
斎
苑
・
墓
地
公
園
が
ご

ざ
い
ま
す
。

　

さ
か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
は
坂
井

地
区
一
円
の
し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
等
の

処
理
施
設
と
し
て
平
成
23
年
に
新
た
に

竣
工
し
、計
画
的
に
安
定
的
な
処
理
を

行
っ
て
い
ま
す
。当
セ
ン
タ
ー
は
資
源

化
設
備
を
設
け
て
お
り
、処
理
工
程
よ

り
出
て
き
ま
す
汚
泥
を
発
酵
・
乾
燥
さ

せ
、汚
泥
発
酵
肥
料
と
し
て
市
民
の

方
々
に
配
布
し
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

　

代
官
山
斎
苑
・
墓
地
公
園
は
、平
成
25

年
度
よ
り
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す

る
こ
と
で
、民
間
な
ら
で
は
の
質
の
高

い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
も
ら
い
、ご

遺
族
の
最
後
の
お
別
れ
の
場
と
し
て
斎

苑
を
使
用
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。ま
た
、近
年
家
族
葬
を
行
う
方
が
増

え
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、代
官
山
斎

苑
で
も
待
合
室
を
利
用
し
た
小
さ
な
お

葬
式
等
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

両
施
設
と
も
市
民
生
活
に
直
結
し
た

施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
か
ら
も

市
民
の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
適
切

な
管
理
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、坂
井
地
区
の
皆
さ
ま
が
、

こ
の
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、誠
心
誠
意
務
め

て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、皆

さ
ま
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
し
て
、就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

と
い
た
し
ま
す
。

坂井地区広域連合長　佐々木  康男

広域連合長就任の
ごあいさつ
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平
成
30
年
度

　

平
成
30
年
度
坂
井
地
区
広
域
連
合
一
般
会

計
お
よ
び
介
護
保
険
特
別
会
計
、
な
ら
び
に

代
官
山
墓
地
特
別
会
計
の
当
初
予
算
に
つ
い

て
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※

比
率
は
原
則
小
数
点
第
２
位
以
下
を
四
捨
五
入

し
て
い
ま
す
。

一 

般 

会 

計
　

当
初
予
算

総
額 

2
億
3
0
6
6
万
8
千
円

　

一
般
会
計
は
、
広
域
連
合
の
組
織
運
営
、

代
官
山
斎
苑
お
よ
び
さ
か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
の
維
持
管
理
の
た
め
の
会
計
で
す
。

歳
入

　

構
成
2
市
（
あ
わ
ら
市
・
坂
井
市
）
か
ら

の
負
担
金
が
86.
9
％
、
代
官
山
斎
苑
の
火
葬

場
を
使
用
す
る
料
金
お
よ
び
許
可
業
者
が
さ

か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
施
設
を
使
用
す
る

料
金
8.
5
％
な
ど
で
す
。

歳
出

　

総
務
費
の
主
な
内
容
と
し
て
、
広
域
連
合

の
運
営
に
係
る
一
般
管
理
費
4
0
9
9
万
5

千
円
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
の
維
持
管
理
に

係
る
情
報
管
理
費
8
5
3
万
6
千
円
な
ど
を

計
上
し
ま
し
た
。
民
生
費
の
主
な
内
容
と
し

て
介
護
保
険
費
9
9
7
万
3
千
円
、
衛
生
費

の
主
な
内
容
と
し
て
代
官
山
斎
苑
の
維
持
に

係
る
環
境
衛
生
費
5
0
3
5
万
8
千
円
、
さ

か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
維
持
管
理
に
係

る
し
尿
処
理
費
1
億
1
9
2
万
5
千
円
な
ど

を
計
上
し
ま
し
た
。

歳
出

　

総
務
費
の
主
な
内
容
と
し
て
、
一
般
管
理

費
1
億
5
2
0
6
万
1
千
円
、
賦
課
徴
収
費

1
1
9
5
万
7
千
円
、
介
護
認
定
審
査
会
費

1
2
9
2
万
8
千
円
、
認
定
調
査
費
2
4
9
1

万
7
千
円
な
ど
を
計
上
し
ま
し
た
。

　

予
算
の
大
部
分
を
占
め
る
保
険
給
付
費
で

は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
と
し
て
、
居
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
38
億
7
2
6
1
万
円
、

地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
22
億

6
8
9
5
万
7
千
円
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

給
付
費
30
億
4
9
8
5
万
円
な
ど
の
総
額

1
1
1
億
2
5
9
2
万
円
を
計
上
し
ま
し
た
。

総
額 

2
1
7
万
円

　

代
官
山
墓
地
特
別
会
計
は
代
官
山
墓
地
の

維
持
管
理
の
た
め
の
会
計
で
す
。

歳
入

　

墓
地
使
用
者
か
ら
の
墓
地
使
用
料
等
2
1
5

万
4
千
円
が
99.
3
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

歳
出

　

墓
地
事
業
費
の
主
な
内
容
と
し
て
は
、
指

定
管
理
委
託
料
2
0
0
万
円
な
ど
を
計
上
し

ま
し
た
。

歳
入

　

65
歳
以
上
の
人
が
納
付
す
る
介
護
保
険
料

が
全
体
の
23.
4
％
、構
成
2
市
（
あ
わ
ら
市
・

坂
井
市
）
か
ら
の
負
担
金
が
14.
3
％
、
国
庫

支
出
金
が
22.
3
％
、
支
払
基
金
交
付
金
（
40

歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
が
納
付
す
る
保
険

料
）
が
25.
6
％
、
県
支
出
金
が
14.
1
％
、

基
金
か
ら
の
繰
入
金
（
保
険
給
付
費
に
充
て

る
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
と
低
所
得
者
利
用

者
負
担
対
策
事
業
等
に
充
て
る
介
護
福
祉
推

進
基
金
繰
入
金
）
が
0.
3
％
で
す
。

その他諸収入等
26万6千円（0.1％）

財産収入
281万6千円（1.2％）

介
護
保
険
特
別
会
計

総
額 

1
1
1
億
2
5
9
2
万
円

　

介
護
保
険
特
別
会
計
は
、
広
域
連
合
の
主

な
事
業
で
あ
る
介
護
保
険
事
業
の
た
め
の
会

計
で
す
。

代
官
山
墓
地
特
別
会
計

歳出総額
2億

3,066万8千円

歳入総額
111億
2,592万円

歳出総額
111億
2,592万円

歳入総額
2億

3,066万8千円

分担金及び負担金
2億37万4千円（86.9％）

使用料及び手数料
1,973万2千円
（8.5％）

国庫支出金
498万7千円（2.2％）

県支出金
249万3千円（1.1％）

議会費
60万7千円（0.3％）

総務費
4,966万円
（21.5％）

民生費
1,099万2千円
（4.8％）

衛生費
1億6,709万6千円
（72.4％）

その他　231万3千円（1.0％）
　基金積立金　181万3千円
　予備費　　　50万円

保険料
26億141万7千円
（23.4％）

分担金及び負担金
15億9,174万9千円
（14.3％）

国庫支出金
24億7,678万円
（22.3％）

支払基金交付金
28億5,289万7千円
（25.6％）

その他諸収入等
778千円（0.0％）

県支出金
15億7,098万円
（14.1％）

繰入金
3,131万9千円（0.3％）

総務費
2億708万2千円
（1.9％）

保険給付費
102億3,043万4千円
（92.0％）

地域支援事業費
6億6,075万6千円
（5.9％）

その他　2,764万8千円（0.2％）　　　　　
　基金積立金　2,234万6千円
　諸支出金　　305万2千円
　公債費　　　75万円　
　予備費　　　150万円
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介護保険料の
見直しを行いました。
介護保険料の
見直しを行いました。

の方の

　

介
護
保
険
は
、加
齢
に
よ

る
病
気
な
ど
に
よ
っ
て
必

要
と
さ
れ
る
介
護
を
、社
会

全
体
で
支
え
る
制
度
で
、そ

の
費
用
は
、40
歳
以
上
の
人

の
保
険
料
と
公
費
（
税
金
）

で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護

保
険
料
は
、
必
要
な
介
護

サ
ー
ビ
ス
総
費
用
に
応
じ

て
、3
年
ご
と
に
見
直
し
が

行
わ
れ
、平
成
30
年
度
か
ら

平
成
32
年
度
ま
で
の
介
護

保
険
料
は
、下
記
の
と
お
り

で
す
。

　

み
な
さ
ん
に
納
付
し
て

い
た
だ
く
保
険
料
は
、介
護

保
険
を
運
営
す
る
た
め
の

大
切
な
財
源
で
す
。
介
護

サ
ー
ビ
ス
が
必
要
に
な
っ

た
と
き
に
、安
心
し
て
サ
ー

ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

65歳以上の人の介護保険料

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

第11段階

第12段階

0.50
↓

（公費負担）
↓

0.45※2

0.70

0.75

0.90

1.10

1.20

1.30

1.50

1.70

1.80

2.00

32,400円
2,700円

50,400円
4,200円

54,000円
4,500円

64,800円
5,400円

72,000円
6,000円

79,200円
6,600円

86,400円
7,200円

93,600円
7,800円

108,000円
9,000円

122,400円
10,200円

129,600円
10,800円

144,000円
12,000円

対   象   者 保険料率
年間保険料
（上段：年額）
（下段：月額）

※2 平成30年度の保険料率です。平成31、32年度の保険料率は、各年度の公費負担割合により決定します。

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税者であって老齢福祉年金受給者
または「所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下（年間）」を満たす人

世帯全員が市民税非課税者であって上記に該当せず、「所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円を超え120万円以下（年間）」を満たす人

世帯全員が市民税非課税者であって、上記に該当しない人

世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で「所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下（年間）」を満たす人

世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で上記に該当しない人

本人が市民税課税者で、所得金額が80万円未満の人

本人が市民税課税者で、所得金額が80万円以上120万円未満の人

本人が市民税課税者で、所得金額が120万円以上200万円未満の人

本人が市民税課税者で、所得金額が200万円以上300万円未満の人

本人が市民税課税者で、所得金額が300万円以上400万円未満の人

本人が市民税課税者で、所得金額が400万円以上800万円未満の人

本人が市民税課税者で、所得金額が800万円以上の人

1.00
（基準額）

65歳以上

み
ん
な
で
支
え
る
介
護
保
険
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※1　所得金額：実際の収入ではなく、地方税法で定められた「合計所得金額（給与所得、雑所得などの合計額で、
扶養控除などの控除額を引く前の金額）」から「長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額」を控
除した所得のことです。

平成30年度から32年度までの3年間の介護保険サービスにかかる費用などの見込額
をもとに、坂井地区内の65歳以上の人数で割って、保険料の基準となる額を算出し
ます。

基準額の設定

所得段階別保険料 保険料額は、この基準額をもとに、本人と世帯の課税状況や所得状況に応じた
所得段階により、個人ごとに決定します。
※第１段階については、公費（国・県・市の負担）を投入して保険料率に引き下げました。

坂井地区の介護保険
サービスにかかる費用

約330億円

65歳以上の人の
負担割合

23％

坂井地区内の
65歳以上の人数（3年間）

約10万5千人

基準額
（年額）

72,000円
× ÷ ＝

介護保険料の決め方

はい

いいえ いいえ

はい

いいえ
はい

はい

いいえ はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

あ
な
た
が
市
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る

同
じ
世
帯
に
市
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
人
が
い
る

老齢福祉年金を
受給している

前年の
所得金額は？

前年の所得金額（※１）

＋課税年金収入額が
80万円以下

前年の所得金額＋
課税年金収入額が
80万円以下

80万円未満

80万円以上120万円未満

120万円以上200万円未満

200万円以上300万円未満

300万円以上400万円未満

400万円以上800万円未満

800万円以上

前年の所得金額＋
課税年金収入額が
120万円以下
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代
官
山
斎
苑
で

  
小
さ
な
お
葬
式
が
で
き
ま
す

〜
家
族
や
親
し
い
友
人
で
温
か
く
見
送
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
し
い
お
葬
式
の
形
〜

葬儀の種類

直葬の場合

お通夜・葬儀を行う場合

  94,000円～

192,000円～

料金（税別） 料金に含まれている主なもの

利用料金

問い合わせ先　代官山斎苑 ☎0776-81-9777
代
官
山
墓
地
使
用
者
を

受
け
付
け
し
て
い
ま
す

使
用
許
可
の
要
件

１ 

あ
わ
ら
市
、
坂
井
市
三
国
町
の
い
ず

れ
か
に
お
住
ま
い
の
人

２  

あ
わ
ら
市
、
坂
井
市
三
国
町
の
い
ず

れ
か
に
本
籍
ま
た
は
墓
地
の
あ
る
人

使
用
料
と
維
持
費

使
用
者
お
よ
び
住
所
な
ど
の
変
更

　

墓
地
の
使
用
者
名
や
住
所
な
ど
に
変

更
が
あ
る
と
き
、
墓
地
の
使
用
許
可
証

を
紛
失
し
た
と
き
は
、
届
け
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
手
続
き
に
つ
い
て
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
と
申
込
先

総
務
課　

衛
生
係

　
　

☎
９
１
ー
３
３
０
８
（
直
通
）

※

使
用
許
可
の
要
件
２

に
該
当
す
る
人
は
、

こ
の
使
用
料
、
維
持

費
が
上
記
の
２
割

増
と
な
り
ま
す
。

※

使
用
料
は
、
永
代
使

用
料
で
す
。

※

維
持
費
に
つ
い
て

は
、
永
代
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。条
例
な
ど

の
変
更
に
よ
り
納

め
て
い
た
だ
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

37区画

56区画

平成30年2月20日現在

区画区分　    使 用 料  　 維 持 費 　残区画数

6.0㎡
（2ｍ×3ｍ）

4.0㎡
（2ｍ×2ｍ） 172,000円

228,000円

31,000円

37,000円

▲待合室 洋室（イメージ）お通夜や葬儀を行えます。

▲待合室　和室
お通夜の宿泊や収骨を待つ間の食事の場と
して利用できます。また、法要などにも利
用できます。

棺・納棺料、祭壇料、式場使用料、
火葬料など
（直葬の場合、祭壇料は含まれていません）

〇上記金額は最低価格を表示しています。なお、式の内容により料金が変わる場合があります。
〇上記金額には僧侶や食事および寝具などの料金は含まれていません。
〇料金や式の内容などの詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。

　

代
官
山
斎
苑
を
小
さ
な
お
葬
式

（
家
族
葬
な
ど
）や
直
葬
の
会
場
と

し
て
、利
用
で
き
ま
す
。申
し
込
み

は
葬
儀
社
を
通
し
て
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
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さ
か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

          

か
ら
の
お
知
ら
せ

●
す
く
す
く
さ
か
い（
汚
泥
発
酵
肥
料
） 

　 

を
配
布
し
て
い
ま
す
。

・
配
布
価
格　

１
袋
税
込
１
０
０
円

 

内
容
量
15
㎏

 

（
１
人
５
袋
ま
で
）

・
配
布
日
時　
毎
週
火
曜
日
、木
曜
日

 

９
時
〜
12
時

・
申
込
方
法　
あ
ら
か
じ
め
電
話
で
の

 

予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
問
い
合
わ
せ
先　

さ
か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

 

坂
井
市
坂
井
町
今
井
一
ー

一

 

☎
７
２
ー
２
２
０
０

肥料の成分状況
（平成29年11月22日分析）

※窒素、リン、炭素窒素比の基準は
　あくまでも目安です。

成　　　分

窒　　　素

リ　　　ン

カリウム

窒素炭素比

基　準　値

3.3％

4.7％

0.5％未満

5

測　定　値

4.6％

3.2％

0.19％

4.8

第59回 広域連合議会定例会
　

第
59
回
広
域
連
合
議
会
定
例
会
が
2
月
28
日（
水
）に
開
催
さ
れ
ま
し

た
。今
回
は
、
10
議
案
が
上
程
さ
れ
、い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、次
の
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

Q1A1 上
程
議
案
　

●
平
成
29
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
他
１
件
が
可
決

　

一
般
会
計　
　
　
　
　

歳
入
歳
出
総
額 

２
億
１
８
０
９
万
４
千
円

　

介
護
保
険
特
別
会
計　

歳
入
歳
出
総
額 

１
１
６
億
５
０
３
３
万
６
千
円

●
平
成
30
年
度
一
般
会
計
予
算
他
２
件
が
可
決

　

一
般
会
計　
　
　
　
　

歳
入
歳
出
総
額 

２
億
３
０
６
６
万
８
千
円

　

介
護
保
険
特
別
会
計　

歳
入
歳
出
総
額 

１
１
１
億
２
５
９
２
万
円

　

代
官
山
墓
地
特
別
会
計　

歳
入
歳
出
総
額 

２
１
７
万
円

●
坂
井
地
区
広
域
連
合
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

●
坂
井
地
区
広
域
連
合
霊
柩
車
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

●
坂
井
地
区
広
域
連
合
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

●
福
井
県
市
町
総
合
事
務
組
合
規
約
の
変
更
お
よ
び
財
産
処
分
に
つ
い
て

●
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

一
般
質
問

♦
畑
野
　
麻
美
子 

議
員
♦

　
　 

今
回
の
豪
雪
に
つ
い
て

　

　 

① 

豪
雪
に
お
け
る
事
業
所
の
状
況
把
握
に
つ
い
て

　
　 

② 

災
害
別
に
具
体
的
な
防
災
計
画
の
制
定
を
求
め
る
　

　
　 

広
域
連
合
長

①　

今
回
の
大
雪
で
は
、テ
レ
ビ
、新
聞
等
で

県
民
生
活
や
県
内
産
業
へ
の
影
響
が
大
き

く
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。当
地
区
内
の
介
護

保
険
事
業
所
に
つ
い
て
も
、大
き
な
影
響

を
受
け
て
い
ま
す
。

　
　

地
区
内
事
業
所
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

管
内
２
１
４
事
業
所
の
う
ち
約
70
事
業
所

に
対
し
て
、聞
き
取
り
等
に
よ
り
確
認
を
行
い
ま
し
た
。通
所
系
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
多
く
は
、数
日
か
ら
長
い
と
こ
ろ
で
は
１
週
間
以
上
の
休
業
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　
　

そ
の
要
因
と
し
て
は
、（
１
）職
員
が
自
家
用
車
や
公
共
交
通
機
関
を
利

用
で
き
ず
通
勤
で
き
な
か
っ
た
、（
２
）道
路
除
雪
の
遅
れ
や
ガ
ソ
リ
ン
不

足
に
よ
り
利
用
者
の
送
迎
を
行
え
な
か
っ
た
、（
３
）流
通
ル
ー
ト
の
遮
断

に
よ
り
食
材
等
が
届
か
な
か
っ
た
、（
４
）施
設
敷
地
内
の
除
雪
が
間
に
合

わ
ず
利
用
者
の
受
入
を
行
え
な
か
っ
た
等
、交
通
イ
ン
フ
ラ
が
機
能
不
全

に
陥
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
た
も
の
で
す
。

　
　

ま
た
、訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
、ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
看
護
師
が

出
勤
で
き
ず
に
や
む
な
く
休
業
し
た
事
業
所
が
あ
っ
た
ほ
か
、痰
の
吸
引

や
経
管
栄
養
等
が
必
要
な
高
齢
者
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
で
は
、

生
命
へ
の
リ
ス
ク
が
よ
り
高
い
高
齢
者
宅
を
優
先
的
に
訪
問
す
る
な
ど
臨

機
応
変
に
対
応
し
、難
局
を
乗
り
切
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

②　

防
災
計
画
に
つ
い
て
は
、災
害
対
策
基
本
法
に
よ
り
、あ
わ
ら
市
及
び
坂

井
市
に
お
い
て
、地
域
防
災
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ

の
た
め
、両
市
を
ま
た
い
で
の
防
災
計
画
の
策
定
は
、重
複
感
も
あ
り
、総

合
的
な
観
点
か
ら
難
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

両
市
の
計
画
は
、高
齢
者
、障
害
者
、乳
幼
児
等
の
要
配
慮
者
や
介
護
保

険
施
設
、障
害
者
施
設
、保
育
所
等
の
要
配
慮
者
施
設
に
配
慮
し
た
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。市
に
は
、災
害
時
に
市
民
の
生
命
、身
体
及
び
財
産
を
災

害
か
ら
保
護
す
る
責
務
が
あ
り
ま
す
。

　
　

今
回
の
大
雪
を
教
訓
と
し
、介
護
保
険
事
業
所
等
を
利
用
す
る
人
々
の

生
活
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、国
、県
、市
、消
防
、警
察
、指
定

公
共
機
関
等
が
連
携
協
力
し
、雪
害
対
策
等
に
万
全
を
期
す
所
存
で
す
。

　
　

な
お
、介
護
保
険
事
業
所
の
指
定
権
者
で
あ
る
福
井
県
や
広
域
連
合
は
、

介
護
保
険
事
業
の
基
準
条
例
に
基
づ
き
、介
護
保
険
事
業
所
に
対
し
て
、火

災
、風
水
害
、地
震
等
の
非
常
災
害
を
想
定
し
た
災
害
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
成
す
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。

　
　

地
区
内
の
介
護
保
険
事
業
所
に
つ
い
て
は
、ほ
ぼ
全
て
の
事
業
所
が
法

令
を
遵
守
し
、火
災
、地
震
、風
水
害
等
に
関
す
る
災
害
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
作
成
し
て
い
ま
す
が
、雪
害
に
つ
い
て
は
想
定
し
て
い
な
い
事
業
所
が

多
く
、マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
で
す
。

　
　

広
域
連
合
と
し
て
は
、介
護
保
険
事
業
所
で
の
雪
害
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
整
備
が
進
む
よ
う
、保
険
者
と
し
て
の
権
限
に
よ
る
集
団
指
導
や
実
地

指
導
等
を
通
じ
て
、助
言
・
指
導
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 　
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介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
正
し
い
使
い
方

　

ケ
ア
プ
ラ
ン
は
利
用
者
自
身
の
生
活
の
設
計
図
で
す
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
家
族
の

希
望
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
、
ま
ず
第
一
に
本
人
の
希
望
が
聞
き
入

れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
生
活
も
改
善
し
ま
せ
ん
。
専
門
職
で
あ
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

の
意
見
を
参
考
に
、「
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
り
た
い
の
か
」
と
い
う
目

標
を
定
め
て
、
実
現
の
た
め
に
役
立
つ
サ
ー
ビ
ス
を
調
整
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

〜
自
立
し
た
生
活
を

　

 
続
け
る
た
め
に
〜

ケ
ア
プ
ラ
ン
は

誰
の
も
の
？

編集・発行 坂井地区広域連合 〒919-0526 福井県坂井市坂井町上兵庫 40-15  TEL.0776-72-3305  FAX.0776-72-3306
 http://www.kouiki.sakai.fukui.jp

編
集
後
記

　

今
回
の
記
録
的
な
大
雪
で
、
お
互
い
に
助
け
合
う
力
や

地
域
と
の
つ
な
が
り
を
あ
り
が
た
く
感
じ
る
出
来
事
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
寒
い
中
に
も
人
の
心
の
温
か
さ
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
癒
さ
れ
ま
し
た
。

　

介
護
も
同
じ
よ
う
に
家
族
や
知
人
、
地
域
で
暮
ら
し
を

助
け
支
え
合
う
「
互
助
」
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
お
互

い
に
大
変
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
思
い
や
り
の
心
を
持
っ

て
行
動
し
た
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　

春
三
月
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
ま
だ
ま
だ
風
が
冷
た
く

感
じ
ら
れ
ま
す
。
今
年
の
冬
が
例
年
よ
り
寒
か
っ
た
分
、

温
か
い
春
の
日
差
し
が
待
ち
遠
し
い
で
す
ね
。

（
Ｍ
ａ
）

ケアプラン作成の流れ

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

計

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

計

あわら市　  坂井市　　　  計

127（-40）

126（-10）

411（+3）

218（-11）

211（+23）

246（-19）

167（-10）

1,506（-64）

395（-98）

364（-45）

1,141（+39）

639（-1）

497（-9）

708（+15）

458（+13）

4,202（-86）

522（-138）

490（-55）

1,552（+42）

857（-12）

708（+14）

954（-4）

625（+3）

5,708（-150）

（人）

（　）内は前年同月比（平成30年1月末現在）

認定者
5,708人

要支援１
9.2％
要支援１
9.2％

要支援2
8.6％
要支援2
8.6％

要介護1
27.2％
要介護1
27.2％

要介護2
15.0％
要介護2
15.0％

要介護3
12.4％
要介護3
12.4％

要介護4
16.7％
要介護4
16.7％

要介護5
10.9％
要介護5
10.9％

要介護等認定者数の状況

ケアプランチェックポイント
□サービス内容などケアマネジャー
　から詳しい説明があったか
□不必要なサービスはないか
□目標や希望は達成できそうか
□経済的に負担は大きくないか
□家族の負担は軽減されるか

改善したいことや希望を担当のケア
マネジャーに率直に伝えます

1
目標を設定します

2

ケアプランの原案をよく検討しましょう
3

一定期間後、目標が達成されているか評価します
4

ケアプランが自分に合わないと感じたら
はじめから自分に最適なケアプランができるとは
限りません。何か不都合な点があった場合は、サービ
スの利用途中でもケアプランの見直しができます。
遠慮なくケアマネジャーに相談しましょう。

身の回りの掃除は
自分でやりたい！

6か月後に、
自分の部屋の掃除が
できるようになる！

通所リハビリを利用して
掃除機掛けができるように
機能訓練してはどうでしょう？

月 火 水 木 金 土 日

午
前
　
　

午
後 通所

リハ
通所
リハ

●
訪問
介護

●
訪問
介護


